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文
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五
経
に
つ
い
て
/
春
秋
に
語
ら
せ
る
/
春
秋
は
現
存
し
な
い
/
諸
子
は
王
官
に
出
づ
/
春
秋
の
起
源
/
春
秋
の
形
式
/
春
秋
の
内
容
/
記
言
の
書
と
記
事
の
書

/
春
秋
の
文
体
/
暮
秋
の
書
式
/
春
秋
は
魯
中
心
/
尊
王
の
心
情
/
周
封
建
制
度
の
維
持
/
春
秋
の
制
作
年
代
/
春
秋
の
欠
字
・
欠
文
/
春
秋
の
素
朴
さ

五
経
に
つ
い
て
　
　
漠
の
武
帝
に
よ
っ
て
儒
家
思
想
が
国
家
の
教
学
と
し
て

認
定
さ
れ
、
そ
の
建
元
五
年
(
戸
C
.
-
∽
〇
の
春
、
五
経

博
士
が
設
置
さ
れ
た
。
つ
ま
り
儒
学
の
経
典
と
し
て
五
種
類
の
書
物
「
五
経
」

が
国
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
以
下
の

通
り
。先

ず
第
一
に
「
易
」
　
(
易
経
・
周
易
と
も
い
う
)
。
占
い
の
書
で
あ
る
と
と
も

に
、
宇
宙
論
・
処
世
哲
学
の
書
で
も
あ
る
。
こ
の
作
者
は
伝
説
的
帝
王
で
あ
る

ム
'
書

三
皇
五
帝
の
ひ
と
り
伏
義
で
、
周
の
文
王
と
そ
の
弟
の
周
公
が
こ
れ
に
手
を
入

じ
●
ユ
つ
l
よ
く

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
は
孔
子
が
解
説
(
こ
れ
を
「
十
　
翼
」
と
呼

ぶ
)
を
付
け
加
え
た
と
い
う
。

次
に
「
書
』
　
(
書
経
・
尚
書
と
も
い
う
)
。
古
代
の
帝
王
の
演
説
を
筆
録
し
た

も
の
。
五
帝
の
最
後
で
あ
る
尭
・
舜
の
時
代
か
ら
、
周
の
初
め
に
か
け
て
の
王

者
の
言
葉
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
周
の
中
期
の
諸
侯
の
も
の
が
一
部
含
ま

れ
て
い
る
。
元
来
三
千
余
篇
で
あ
っ
た
も
の
を
、
孔
子
が
取
捨
選
択
し
た
結
果
、

現
在
の
首
余
篇
に
編
纂
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

次
に
「
詩
』
　
(
詩
経
・
毛
詩
と
も
い
う
)
。
中
国
で
い
ち
ば
ん
古
い
詩
歌
集
で

あ
り
、
我
が
国
で
い
え
ば
r
万
葉
集
』
が
こ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
諸
国

の
民
謡
を
集
め
た
「
風
」
、
周
の
王
室
の
宮
廷
儀
式
に
使
わ
れ
た
「
雅
」
、
祖

先
を
祀
る
際
に
使
わ
れ
た
「
頒
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
く
三
部
に
分
け
ら
れ

る
。
こ
れ
も
ま
た
孔
子
に
よ
っ
て
三
百
余
篇
に
編
集
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
礼
」
　
(
礼
経
と
も
い
う
)
。
古
代
人
の
社
会
生
活
・
家
庭
生
活
に

お
け
る
礼
儀
作
法
の
記
録
で
あ
る
。
周
王
朝
の
建
国
の
初
め
、
周
公
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
と
、
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
孔
子
は
こ
の
周
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か
ん
が
　
　
い
く
い
く
ー
ー

公
の
政
治
を
理
想
と
し
、
「
周
は
二
代
(
夏
・
般
)
に
監
み
、
郁
郁
平
と
し
て

文
な
る
か
な
。
吾
は
周
に
従
は
ん
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

そ
し
て
最
後
に
「
春
秋
』
。
本
講
座
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
が
す
な
わ

ち
こ
の
書
で
あ
る
。
も
と
も
と
孔
子
の
生
ま
れ
た
魯
の
国
(
山
東
省
)
　
の
年
代

記
の
名
称
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
孔
子
の
手
が
加
え
ら
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
諸
侯
国
の
年
代
記
が
経
書
と
し
て
の
権
威
を
持
つ
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
間
の
事
情
を
説
明
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
本
講
座

執
筆
の
目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
「
春
秋
』
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
い
こ
と
、
右
の
詩
経
も
説
明
の
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
経
書
の
す
べ
て

が
な
ん
ら
か
の
形
で
孔
子
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
経
書
と
し
て
権

威
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
経
書
一
般
の
性
格
と
し
て
先
ず
認
識

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

春
秋
に
語
ら
せ
る
　
　
さ
て
本
講
座
で
は
先
ず
最
初
に
、
「
春
秋
』
が
い
か

な
る
性
格
と
内
容
を
も
っ
た
文
献
で
あ
る
か
と
い
う

こ
し
と
か
ら
説
明
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
可
能
な
限
り
「
春
秋
』

自
身
に
そ
れ
を
語
ら
せ
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
従
来
「
春
秋
』
を
論
じ

た
も
の
は
後
代
の
文
献
の
記
載
を
根
拠
に
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ

る
。
特
に
「
春
秋
』
に
は
後
述
す
る
よ
う
な
「
伝
」
と
呼
ば
れ
る
解
説
書
・
釈

義
書
が
数
種
類
著
作
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
「
春
秋
』
観

を
持
っ
て
い
る
の
で
、
「
伝
」
を
通
し
て
「
春
秋
』
を
論
じ
た
場
合
、
ど
う
し

て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
「
春
秋
』
観
に
引
き
ず
ら
れ
る
恐
れ
が
有
る
4
そ
こ
で
本
章

で
は
で
き
る
だ
け
「
春
秋
」
を
し
て
「
春
秋
』
を
語
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た

い
。
先
入
観
を
持
た
な
い
で
「
春
秋
』
を
な
か
め
て
み
る
と
き
、
「
春
秋
」
は

我
.
々
に
何
を
語
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
世

に
生
み
出
さ
れ
た
「
伝
」
の
由
来
・
性
格
も
ま
た
明
ら
か
に
な
る
か
も
知
れ
な

ヽ
.
〇

t.U'

春
秋
は
現
存
し
な
い
　
　
と
は
い
う
も
の
の
、
実
は
「
春
秋
は
現
存
し
な
い
」

こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
「
春
秋
』
′
は
単
独
の
文
献
と

し
て
は
現
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
以
下
に
問
題
に
し
よ
う
と
す

る
r
春
秋
』
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
後
事
で
詳
述
す
る
「
春
秋
』
の

解
説
書
で
あ
る
三
伝
、
す
な
わ
ち
「
公
羊
伝
』
・
「
穀
梁
伝
h
・
「
左
氏
伝
』
に

付
随
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
三
伝
の
伝
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
春
秋
』
の
文
章
に
は
若
干
の
異
同

が
有
る
〔
①
〕
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
同
音
に
よ
る
通
仮
、
字
形
の
相
似
に
よ

る
誤
伝
、
伝
写
の
際
の
脱
文
、
術
文
、
誤
写
な
ど
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
異
な

る
の
が
、
公
・
穀
二
伝
が
哀
公
十
四
年
(
哀
公
、
ま
た
後
述
の
袈
公
・
隠
公
に
つ
い

て
は
こ
の
す
ぐ
後
で
説
明
す
る
)
の
「
十
有
四
年
、
春
、
西
狩
獲
麟
」
と
い
う
一

句
で
終
わ
る
の
に
対
し
て
、
r
左
氏
伝
』
の
伝
承
す
る
「
春
秋
』
で
は
さ
ら
に

二
年
後
の
「
夏
、
四
月
、
己
丑
、
孔
丘
〔
孔
子
〕
卒
」
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
公
・
穀
二
伝
に
は
「
左
氏
伝
』
に
は
無
い
喪
公
二
十
一

年
の
「
十
有
一
月
、
庚
子
、
孔
子
生
」
の
一
句
が
有
る
。
つ
ま
り
三
伝
合
わ
せ

る
と
孔
子
の
生
卒
年
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
述

す
る
よ
う
に
、
r
春
秋
』
に
記
載
さ
れ
た
人
物
は
周
王
と
諸
侯
、
そ
し
て
諸
国

け
い
た
い
ム

の
卿
大
夫
と
い
っ
た
い
わ
ば
大
臣
級
の
貴
族
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
生
の

大
半
を
私
人
と
し
て
送
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
孔
子
の
生
卒
年
が
「
春
秋
」
に
記
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録
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
春
秋
』
に
そ
の
生
卒
年
が
記
載
さ
れ
て

い
る
の
は
、
孔
子
以
外
で
は
魯
の
荘
公
た
だ
一
人
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
我
々
が
現
在
見
得
る
「
春
秋
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
類
の
三
伝

の
作
成
者
等
に
よ
る
い
く
ぱ
く
か
の
加
筆
・
変
改
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
春
秋
』
　
の
原
形
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
わ
・
つ
て
い
る

と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
先
に
可
能
な
限

り
r
春
秋
』
そ
れ
自
体
に
そ
の
性
格
を
語
ら
せ
た
い
と
述
べ
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
に
は
あ
る
程
度
の
限
定
か
つ
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
制
約

が
有
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
も
、
で
き
得
る
限
り
「
春
秋
』
そ
れ
自
体
を

観
察
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
本
講
座
で
以
下
に
引
用
す
る
「
春
秋
』
の
例
文
は
、
基
本
的
に
は
「
左

氏
伝
』
伝
承
の
「
春
秋
』
　
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。
先
に
述
べ
た
三
伝
伝
承
の

「
春
秋
』
　
の
異
同
を
考
察
し
た
結
果
、
「
左
氏
伝
』
が
最
も
古
い
形
を
残
し
て

い
る
と
い
う
の
が
定
論
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〔
②
)
。
た
だ
し
「
春
秋
』

の
始
終
に
つ
い
て
は
公
・
穀
二
伝
の
伝
え
る
通
り
、
隠
公
元
年
か
ら
哀
公
十
四

年
「
西
狩
獲
麒
」
ま
で
と
し
た
〔
③
〕
。

諸
子
は
王
官
に
出
づ
　
　
と
こ
ろ
で
今
に
伝
わ
る
中
国
で
い
ち
ば
ん
古
い
文

献
目
録
は
、
後
浜
の
斑
固
(
U
N
-
胃
)
　
の
手
に
な

る
「
洪
書
』
　
の
中
の
一
篇
、
「
重
文
志
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
秦
の
始

皇
帝
(
N
ひ
芦
C
.
-
巴
冒
C
.
)
　
の
天
下
統
一
・
思
想
統
制
以
前
に
撃
出
し
た
多

く
の
思
想
家
群
、
後
世
に
「
諸
子
百
家
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
学
問
が
、
周
王

室
の
官
職
、
す
な
わ
ち
「
王
官
」
に
そ
の
起
源
を
持
つ
と
い
う
考
え
方
が
見
え

て
い
る
〔
④
〕
。
た
と
え
ば
孔
子
・
孟
子
と
い
っ
た
「
儒
家
」
は
「
司
徒
の
官
」

か
ら
出
、
老
子
・
荘
子
に
代
表
さ
れ
る
「
道
家
」
は
「
史
官
」
か
ら
出
た
と
い

う
よ
う
に
。
斑
園
の
こ
の
主
張
に
対
し
て
は
後
世
に
お
い
て
異
論
が
出
て
く
る

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
周
王
朝
の
衰
微
と
と
も
に
、
王
室
に
独
占
さ
れ
て
い
た

諸
文
化
が
「
文
化
逃
亡
者
」
の
手
に
よ
っ
て
中
国
全
土
に
拡
散
し
て
い
っ
た
と

い
う
基
本
的
な
部
分
に
お
い
て
は
、
彼
の
説
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。
そ
し
て
儒
家
思
想
の
開
祖
で
あ
り
、
古
典
文
化
の
集
大
成
者
と
い
わ
れ
た

孔
子
(
ひ
び
N
B
.
C
.
-
舎
冒
C
)
は
、
こ
の
周
王
朝
の
文
化
が
(
さ
ら
に
い
え
ば
諸

侯
の
公
室
の
文
化
を
も
含
め
て
)
、
秘
蔵
か
ら
公
開
へ
、
集
中
か
ら
分
散
へ
と
推

移
し
て
い
っ
た
そ
の
歴
史
の
流
れ
の
、
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
に
位
置
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

春
秋
の
起
源
　
　
そ
し
て
本
章
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
「
春
秋
」
と
い
う

文
献
も
、
あ
る
時
期
に
公
室
か
ら
公
開
さ
れ
た
資
料
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
起
源
は
、
周
王
朝
建
国
の
功
臣
で
あ
り
、

武
王
の
弟
で
も
あ
っ
た
周
公
且
の
子
の
伯
食
が
封
建
さ
れ
た
魯
国
の
年
次
暦
に

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
魯
の
隠
公
元
年
(
㌶
旨
.
C
.
)
か
ら
哀

公
十
四
年
(
怠
-
P
C
)
　
に
至
る
十
二
公
、
二
百
四
十
二
年
間
の
出
来
事
が
筋

年
休
、
つ
ま
り
年
を
追
っ
て
順
次
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
魯
公
十
二
人

の
在
位
年
の
内
訳
は
次
の
通
り
。
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後
世
、
中
国
古
代
史
の
一
時
期
を
「
春
秋
時
代
」
と
呼
ぶ
の
が
、
こ
の
「
春
秋
』

に
記
録
さ
れ
た
期
間
に
も
と
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
〔
⑤
〕
。

つ
ま
り
「
春
秋
』
と
は
隠
公
元
年
の
左
に
挙
げ
る
七
条
か
ら

元
年
、
春
、
王
正
月
(
魯
が
周
暦
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
)

三
月
、
公
及
対
儀
父
盟
干
蔑

ち
◆

(
魯
の
隠
)
公
が
対
図
の
君
の
儀
父
と
蔑
の
地
で
盟
っ
た
。

夏
、
五
月
、
鄭
伯
克
段
干
郡

え
ん

鄭
国
(
伯
爵
)
の
君
が
邸
に
お
い
て
段
に
伐
ち
克
っ
た
。

秋
、
七
月
、
天
王
使
宰
喝
来
原
意
公
仲
子
之
娼

け

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ば

う

天
王
が
事
の
喝
を
派
遣
し
て
意
公
と
仲
子
の
眉
を
贈
ら
せ
た
。

九
月
、
及
宋
人
盟
干
宿
　
　
(
魯
が
)
宋
の
人
と
宿
の
地
で
盟
っ
た
。

冬
、
十
有
二
月
、
祭
伯
来
　
(
周
の
)
祭
伯
が
(
魯
に
)
来
た
。

公
子
益
師
卒
　
　
　
　
　
　
(
魯
の
大
夫
)
公
子
益
師
が
卒
し
た
。

哀
公
十
四
年
の

十
有
四
年
、
.
春
、
西
狩
獲
燐
.
西
に
狩
し
て
崩
を
獲
え
た
。

ぐ
、

と
い
う
一
条
に
及
ぶ
ま
で
の
お
よ
そ
千
八
百
余
条
、
字
数
に
し
て
一
万
六
千
五

有
余
字
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
年
の
条
教
は
、
最
も
多
い
の
が
借
公
二

十
八
年
の
二
十
八
条
、
最
も
少
な
い
の
が
桓
公
四
年
の
二
条
と
い
う
よ
う
に
必

ず
し
も
一
定
し
て
は
い
な
い
が
、
平
均
す
れ
ば
七
・
八
条
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
に
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
年
に
起
っ
た
重
要
な
事
件
で
あ
っ
た
と

見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
例
年
行
わ
れ
た
年
中
行
事
の
類
は
「
春
秋
』
に

は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

春
秋
の
形
式
　
　
そ
の
基
本
的
な
体
裁
を
模
擬
文
に
し
て
図
式
化
す
る
と
左

の
よ
う
に
な
る
。

陰
画
S
S
回
書
詞
副
書
問
闇
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(
○
公
)
〇
〇
年
　
春
　
王(王)

(王)

夏秋

八　七　六　五　四　三　二　正
月　月　月　月　月　月　月　月

〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　甲
〇　〇　〇　〇　〇　〇　〇　子

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
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冬

十十
有有
二一十九
月　月　月　月

乙　〇　〇　〇
丑　〇　〇　〇

〇　〇　〇　〇
〇　〇　〇　〇
〇　〇　〇　〇
〇　〇　〇　〇
〇　〇　〇　〇

こ
の
横
腹
文
を
も
と
に
r
春
秋
』
の
形
式
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
先
ず
最

初
の
「
年
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
魯
の
十
二
公
の
即
位
の
年
を
元
年

と
す
る
紀
年
で
あ
り
、
公
が
尭
じ
た
翌
年
が
新
公
の
元
年
で
あ
る
。
こ
れ
を

ゆ
ね
ん
か
い
一
り
ん

「
稔
年
改
元
(
年
を
敵
え
て
元
を
改
む
)
」
と
い
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
年
号
で
は
な

い
。
年
号
は
さ
ら
に
下
っ
た
前
浜
の
武
帝
(
-
g
P
C
-
S
B
.
C
.
)
　
の
建
元
元
年

(
】
合
P
P
)
　
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
現
今
の

我
が
国
の
元
号
の
よ
う
に
、
昭
和
六
十
四
年
と
平
成
元
年
が
同
一
年
中
に
並
存

す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
「
春
秋
』
を
一
読
し
て
我
々
が
先
ず
気
の
つ
く
こ
と
は
、
「
春
夏

秋
冬
」
の
四
「
時
」
が
ほ
ん
の
一
部
の
例
外
(
桓
公
四
年
・
七
年
に
は
秋
・
冬
字

が
、
昭
公
十
年
・
定
公
十
四
年
に
は
冬
字
が
無
い
)
を
除
い
て
、
漏
れ
な
く
記
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
「
時
」
に
記
録
す
べ
き
事
柄
が
無
い
場
合
も
、

「
春
王
正
月
」
と
か
「
夏
四
月
」
　
「
秋
七
月
」
　
「
冬
十
月
」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
一
句
だ
け
で
も
必
ず
そ
の
記
録
が
有
る
。
こ
れ
は
以
下
に
説
明
す
る
「
王
」

・
「
月
」
・
「
日
」
　
の
記
載
に
比
べ
る
と
際
だ
っ
た
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。

「
春
秋
』
　
の
「
春
夏
秋
冬
」
の
四
時
に
つ
い
て
、
後
世
の
あ
る
時
期
に
整
備
し

直
し
た
と
い
う
説
が
有
る
の
も
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
〔
⑥
〕
。

次
に
「
審
」
の
正
月
・
二
月
・
三
月
に
「
王
」
と
記
載
し
て
い
る
の
は
、
こ

の
「
春
秋
』
が
周
王
室
の
暦
法
に
準
拠
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
通

常
で
は
「
王
正
月
」
と
い
う
よ
う
に
「
王
」
字
を
最
初
に
記
録
す
る
が
、
正
月

に
記
録
す
べ
き
事
柄
が
無
い
場
合
に
は
、
「
王
二
月
」
ま
た
は
「
王
三
月
」
か

ら
始
め
る
の
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
「
王
」
字
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
年
も
ま

た
少
な
く
な
い
。
筆
者
の
調
査
す
る
と
こ
ろ
、
「
王
」
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る

の
は
2
4
2
年
中
1
3
3
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
5
4
・
5
パ
ー
セ
ン
ト
。
特
に

年
代
に
よ
る
ば
ら
つ
き
は
無
い
が
、
桓
公
時
代
の
十
八
年
中
に
四
例
し
か
記
載

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
い
さ
さ
か
目
を
引
く
程
度
で
あ
る
。

次
に
「
月
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
十
二
箇
月
の
す
べ
て
を
揃
え

て
は
い
な
い
。
右
の
模
臓
文
で
は
一
応
十
二
月
の
す
べ
て
を
揃
え
て
十
二
条
の

形
に
し
て
お
い
た
が
、
記
事
の
無
い
月
も
あ
り
、
同
月
に
教
条
あ
る
も
の
も
少

な
く
な
い
。
そ
し
て
「
時
」
の
み
で
「
月
」
を
明
示
し
な
い
記
事
も
あ
っ
て
、

そ
れ
が
何
月
の
記
事
で
あ
る
の
か
が
不
明
な
も
の
も
若
干
例
あ
る
。

最
後
の
「
日
」
付
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
干
支
(
十
干
と
十
二
支
の
組
合
せ
)

に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
月
」
と
同
様
、
す
べ
て

の
記
事
に
日
付
が
有
る
の
で
は
な
く
、
だ
い
た
い
の
傾
向
と
し
て
は
、
朝
聴
・

侵
伐
等
の
記
事
に
は
無
く
、
要
盟
・
戦
敗
・
卒
・
日
食
等
の
記
事
に
記
録
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
百
四
十
二
年
間
で
、

特
に
日
付
の
有
無
に
ば
ら
つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら

は
「
春
秋
L
が
年
次
暦
を
基
礎
と
し
た
記
録
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
。春

秋
の
内
容
　
　
次
に
「
春
秋
』
の
記
事
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と

し
た
い
。
筆
者
が
「
春
秋
』
全
体
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。
先
ず
「
伐
つ
」
　
(
N
N
〇
・
「
侵
す
」
　
(
巴
)
・

84
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「
滅
ぼ
す
」
　
(
呂
)
・
「
取
る
」
　
(
N
の
)
・
「
入
る
」
　
(
巴
)
・
「
囲
む
」
　
(
畠
)

や
ど

・
「
戦
う
」
　
(
臼
已
・
「
放
る
」
　
(
山
N
)
・
「
救
う
」
　
(
N
-
)
・
「
次
る
」
　
(
-
巴

と
い
っ
た
、
当
時
の
諸
侯
国
間
の
戦
争
軍
事
に
関
係
す
る
記
事
が
最
も
多
い
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
左
に
伐
・
侵
・
減
・
戦
・
囲
・
戦
の
一
部
を
見
本
と
し
て
引
用

し
て
み
よ
う
。
(
「
桓
○
巴
と
は
桓
公
五
年
、
ま
た
「
宣
-
巴
と
は
宣
公
十
二
年
の
記

事
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
以
下
も
同
じ
。
)

桓
宗
　
秋
、
英
人
帝
人
陳
人
従
王
伐
鄭
　
英
人
・
待
人
・
陳
人
が
王
に
従

成
3
　
荷
侯
使
孫
良
夫
来
聴

荷
の
君
(
侯
爵
)
が
(
大
夫
の
)

孫
良
夫
を
魯
に
来
聴
さ
せ
た
。

そ
し
て
次
に
多
い
の
が
魯
公
を
始
め
と
す
る
諸
侯
や
貴
族
、
ま
た
周
王
の
死

亡
記
事
と
葬
儀
の
記
事
、
つ
ま
り
凶
事
と
い
え
る
も
の
で
、
「
卒
す
」
　
〇
三

・
「
発
ず
」
　
(
N
〇
・
「
崩
ず
」
　
(
e
・
「
葬
る
」
　
(
-
N
e
)
な
ど
が
そ
の
例
で

あ
る
。
い
ま
卒
・
葬
の
一
部
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

荘
-
ひ
　
邦
人
侵
宋

侶
革
研
一
楚
入
滅
弦
、
弦
子
奔
黄

昭
-
↓
　
楚
人
及
呉
戟
干
長
岸

宣
-
N
　
楚
子
園
鄭

次
に
多
い
の
が
「
会
す
」
　
(
巴
○
)

っ
て
邦
を
伐
っ
た
。

邦
人
が
宋
に
侵
入
し
た
。

楚
人
が
弦
国
を
滅
ぼ
し
た
。
弦
の
君

(
子
爵
)
が
貴
国
へ
逃
げ
た
。

楚
人
が
異
国
と
長
岸
の
地
で
戦
っ
た
。

楚
の
君
が
鄭
国
を
包
囲
し
た
。

隠隠　隠　隠
くつ　くつ　くつ　l:=⊃
C0　-J Cd Cd

八
月
、
庚
辰
、
宋
公
和
卒
　
　
宋
国
の
君
の
和
が
卒
し
た
。

発
未
、
葬
宋
穆
公

膝
侯
卒

冬
、
十
有
二
月
、
無
骸
卒

宋
の
穆
公
を
葬
っ
た
。

膝
の
君
(
侯
爵
)
が
卒
し
た
。

(
魯
の
大
夫
)
無
骸
が
卒
し
た
。
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ゆ

「
盟
う
」
　
(
昌
〇
・
「
如
く
」
　
〇
g
)

・
「
来
た
る
」
　
(
S
)
・
「
朝
す
」
　
(
山
の
)
・
「
碑
す
」
　
(
U
巴
と
い
っ
た
、
い

わ
ば
各
国
間
の
友
好
関
係
を
示
す
記
事
で
あ
る
。
以
下
に
会
・
盟
・
来
聴
の
一
部

を
引
用
し
て
み
よ
う
。

隠
3
　
冬
、
公
舎
斉
侯
干
防

魯
公
が
斉
国
の
君
(
侯
爵
)
と

防
の
地
で
会
合
し
た
。

桓
-
N
　
丙
成
、
公
舎
鄭
伯
盟
干
武
父
　
　
魯
公
が
鄭
国
の
君
(
伯
爵
)
と

会
合
し
て
武
父
の
地
で
盟
っ
た
。

よ

そ
の
ほ
か
に
魯
公
が
会
盟
な
ど
か
ら
帰
国
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
「
自
り
至

る
」
　
(
-
票
)
と
か
、
主
と
し
て
諸
国
内
で
の
内
紛
に
よ
る
「
殺
す
」
　
(
票
)
・

し
い

「
試
す
」
　
(
N
U
)
・
「
奔
る
」
　
(
㌶
)
・
「
叛
く
」
　
(
〇
と
か
、
ま
た
諸
国
間

の
紛
擾
に
よ
る
「
執
え
る
」
(
己
な
ど
、
ま
た
土
空
事
茂
る
「
如
く
」

(
岩
)
と
か
「
築
く
」
　
(
①
)
な
ど
、
あ
る
い
は
祭
祀
関
係
の
「
零
〔
雨
乞
い
〕
」

(
N
O
)
・
「
郊
〔
天
地
の
祭
り
〕
」
　
(
〓
)
・
「
卜
」
　
(
巴
、
さ
ら
に
は
天
変
地

異
を
含
む
自
然
災
書
と
い
っ
た
類
の
「
日
食
」
　
(
臼
の
)
・
「
災
」
　
(
-
N
)
・
「
大

し

●

A

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

い

水
」
　
(
巴
・
「
地
震
」
　
(
巴
・
「
轟
〔
い
な
ご
〕
」
　
(
】
-
)
・
「
蝮
〔
す
い
む
し
〕
」

(
巴
・
「
餞
」
　
(
巴
な
ど
が
目
に
つ
く
記
事
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
r
春
秋
』
千
八
百
余
条
の
大
部
分
は
、
戦
争
・
会
盟
と
い
っ
た

当
時
の
国
際
関
係
上
の
大
事
と
、
貴
族
の
死
亡
記
事
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
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ま
り
「
春
秋
』
は
当
時
の
貴
重
な
記
録
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
人
々
の
生
活
全

般
に
亘
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
〔
⑦
〕
。

じ
ょ
う
け
ん

記
言
の
書
と
記
事
の
書
　
　
さ
て
後
浜
の
大
学
者
鄭
玄
(
-
3
-
N
g
)
に

は
、
「
春
秋
と
は
国
の
史
官
に
よ
る
人
君
の
行

動
の
記
録
で
あ
る
。
左
史
の
職
が
記
録
し
た
も
の
が
春
秋
で
あ
り
、
右
史
の
職

が
記
録
し
た
も
の
が
尚
書
で
あ
る
」
　
(
r
六
巷
諭
し
)
と
い
う
見
解
が
有
る
。

こ
の
鄭
玄
説
の
拠
り
所
は
漠
代
に
編
集
さ
れ
た
礼
文
献
「
礼
記
』
玉
藻
篇
の
、

「
動
く
と
き
は
則
ち
左
史
之
れ
を
書
し
、
言
ふ
と
き
は
則
ち
右
史
之
れ
を
書
す
」

と
い
う
誼
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
言
う
事
柄
の
真
偽
の
穿
盤
は
さ
て
お
き
、

古
代
の
史
官
の
記
録
の
内
容
を
君
主
の
行
動
(
記
事
)
と
言
辞
(
記
言
)
に
分

別
し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
春
秋
』
は
徹
底
的
に
「
記
事
」
の
書
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。そ

し
て
「
記
言
」
　
の
書
で
あ
る
「
尚
書
」
　
(
「
書
経
」
の
別
名
)
　
の
文
章
が

昔
か
ら
非
常
に
難
解
で
あ
る
と
.
の
定
評
が
有
る
の
に
対
し
て
、
「
記
事
」
の
書

で
あ
る
「
春
秋
』
は
極
め
て
平
易
な
文
章
で
あ
る
〔
⑧
〕
。
洪
文
に
は
お
よ
そ
、

疑
問
(
反
語
)
、
推
定
(
す
る
つ
も
り
)
、
推
量
、
相
談
(
勧
誘
)
、
命
令
(
願

望
・
禁
止
)
、
感
歎
と
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
に
も
属
し
な
い
平
叙
と
、
合
わ
せ
て

七
つ
の
文
体
が
有
る
が
、
「
春
秋
』
に
は
平
叙
以
外
の
文
体
が
一
度
も
使
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
有
る
〔
⑨
〕
。
し
か
も
そ
の
文
章
の
構
造
も
い
た
っ

て
簡
単
で
濁
る
。

春
秋
の
文
体
　
　
た
と
え
ば
「
春
秋
』
　
に
は
一
字
句
の
も
の
が
有
る
。

隠
試
　
供

桓
冨
　
姦

宣
旨
　
餞

焼
あ
り
。

姦
あ
り
。

餞
う
。

ず
い
む
し
が
発
生
し
た
。

い
な
ご
が
発
生
し
た
。

飢
饉
が
有
っ
た
。

二
字
句
の
も
の
が
有
る
。

桓
○
∽
　
有
年
　
　
　
年
有
り
。

桓
-
-
無
水
　
　
　
泳
無
し
。

荘
N
-
大
水

喪
S
　
城
費

大
水
あ
り
。

費
に
城
く
。

豊
年
だ
っ
た
。

氷
が
無
か
っ
た
。

洪
水
が
有
っ
た
。

費
の
町
に
城
壁
を
築
い
た
。

三
字
句
の
も
の
も
ま
た
少
な
く
な
い
。

昭文倍
トe　　-　ト.一

トCl+lコb　-

王毀秋
室泉侵
乱董鄭

秋
、
邦
を
侵
す
。

泉
台
を
毀
つ
。

王
室
乱
る
。

秋
が
鄭
国
に
侵
し
た
。

泉
台
を
こ
わ
し
た
。

王
室
が
乱
れ
た
。

四
字
句
・
五
字
句
に
い
た
っ
て
は
枚
挙
に
い
と
ま
か
な
い
ほ
ど
で
、
い
ず
れ

も
「
春
秋
』
は
短
句
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
「
春
秋
」

中
最
長
の
一
条
は
定
公
四
年
の

三
月
、
公
命
劉
子
・
晋
侯
・
宋
公
・
萎
侯
・
衛
侯
・
陳
子
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
・

宮
子
・
寿
子
・
頓
子
・
胡
子
・
勝
子
・
薛
伯
・
杷
伯
・
小
寿
子
・
斉
國
夏
干
召
陵
、

侵
楚
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で
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
際
に
は
固
有
名
詞
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
文
章

そ
の
も
の
の
構
造
は
極
め
て
簡
単
で
あ
る
。

ま
た
助
字
の
種
類
と
数
が
少
な
い
こ
と
も
「
春
秋
』
の
文
章
の
大
き
な
特
色

で
あ
る
。
「
干
」
　
(
U
巴
)
　
〔
⑬
〕
　
「
自
〔
よ
り
〕
」
　
(
〓
の
)
・
「
及
」
　
(
呂
)
・

「
其
」
　
(
宗
)
・
「
以
」
　
(
臼
の
)
・
「
之
」
　
(
U
N
)
が
多
い
ほ
か
は
、
一
「
遂
〔
つ

ひ
に
〕
」
　
(
g
)
・
「
乃
」
　
(
-
ひ
)
・
「
璧
(
=
輿
)
」
　
(
巴
・
「
且
」
　
(
N
)
・

「
又
」
　
(
〇
・
「
而
」
　
(
N
)
・
「
輿
」
　
〇
)
・
「
如
〔
ご
と
し
〕
」
　
(
-
)
を

見
出
す
程
度
で
あ
る
。

し
か
も
句
末
に
置
か
れ
て
記
録
者
の
語
感
を
伝
え
る
虚
字
、
た
と
え
ば
「
也
」

・
「
哉
」
・
「
乎
」
・
「
耳
」
・
「
央
」
・
「
焉
」
・
「
而
巳
」
・
「
耶
」
等
は
皆
無

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
r
春
秋
』
　
の
文
章
は
全
く
感
情
の
無
い
文
章
だ
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
r
春
秋
』
が
徹
底
し
た
「
記
事
」
の

書
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

春
秋
の
書
式
　
　
と
こ
ろ
で
北
宋
の
王
安
石
(
-
買
上
宗
巴
「
が
こ
の
r
春

だ
ん
ら
ん
ち
ょ
l
ノ
ほ
l
ノ

秋
』
を
評
し
て
「
断
爛
朝
報
」
、
つ
ま
り
「
ず
た
ず
た

に
ち
ぎ
れ
た
官
報
」
と
述
べ
た
の
は
有
名
な
逸
話
で
あ
る
〔
⑧
〕
。
す
で
に
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
r
春
秋
』
が
記
事
の
書
で
あ
り
、
感
情
の
無
い
文
章
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
王
氏
の
「
朝
報
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
程
度
う
な
ず

け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
断
爛
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
ま
で
に
若
干
数
の
「
春
秋
』
　
の
文
章
を
引
用
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
を
果
た
し
て
「
断
爛
」
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
「
春
秋
』
の
極
め
て
簡
潔
で
い
わ
ば
無
機
的
と
も
い
え
る
文
章
の
中

に
、
一
定
の
書
式
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
も
得
る
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
「
春

秋
』
中
か
ら
同
類
の
記
事
を
抜
き
書
き
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。
た
と
え
ば

魯
公
の
「
即
位
」
・
「
苑
」
・
「
葬
」
の
記
事
を
以
下
に
引
用
も
て
み
よ
う
。

固
担
0
-
元
年
、
春
、
王
正
月
、
公
即
位

文
≡
　
元
年
、
春
、

宣
0
-
元
年
、
春
、

成
0
-
元
年
、
春
、

嚢
0
-
元
年
、
春
、

昭
≡
　
元
年
、
春
、

定e-
哀
0
-

夏
、

元
年
、
春
、

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

六
月
、
英
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
、
戊
辰
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

87
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十
有
一
月
、

四
月
、

八
月
、

八
月
、

王
二
月
、

十
月
、

六
月
、

十
有
二
月
、

壬
辰
、

丙
子
、

英
亥
、

辛
丑
、

乙
巳
、

丁
丑
、

壬
成
、

己
丑
、

辛
巳
、

己
未
、

壬
申
、

公
売

公
売
干
斉

公
売
千
路
寝

公
売

公
売
干
小
寝

公
売
干
垂
下

公
売
千
路
寝

公
売
千
路
寝

公
売
干
楚
官

公
尭
干
乾
侯

公
亮
子
高
寝
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冬
、
十
有
二
月
、
己
丑
、

秋
、

六
月
、
辛
酉
、

四
月
、
丁
巳
、

六
月
、
英
酉
、

二
月
、
辛
酉
、

丁
未
、

突
酉
、

七
月
、
英
巳
、

葬
我
君
桓
公

葬
我
君
荘
公

葬
我
君
借
公

葬
我
君
文
公

葬
我
君
宣
公

葬
我
君
成
公

葬
我
君
喪
公

葬
我
君
昭
公

丁
巳
、
葬
我
君
定
公
.
雨
不
克
葬
、
戊
午
、

日
下
辰
乃
克
葬

「
即
位
」
に
つ
い
て
は
隠
公
・
荘
公
・
閃
公
・
借
公
の
四
公
に
記
事
が
な
く
、

ま
た
定
公
の
即
位
が
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
ほ
か
は
、
極

め
て
整
然
と
し
た
書
式
を
こ
こ
に
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
亮
」
に
つ
い
て

は
、
「
春
秋
』
十
二
公
の
最
後
の
哀
公
が
在
位
の
う
ち
に
「
春
秋
』
が
終
了
し

て
い
る
た
め
、
そ
の
記
事
を
欠
く
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
隠
公
と
閑
公
に

は
発
じ
た
場
所
の
記
述
が
な
く
、
桓
公
の
場
合
に
は
斉
の
国
で
発
じ
て
い
る
と

い
う
よ
う
に
、
こ
の
三
君
に
は
何
か
特
殊
な
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ

る
も
の
が
有
る
。
「
葬
」
で
は
や
は
り
隠
公
・
閲
公
の
記
事
が
無
い
の
が
注
目

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
一
見
し
た
と
こ
ろ
無
味
乾
燥
に
み
え
る
「
春
秋
』
の
文
章
に
も
、

も
し
そ
の
記
録
さ
れ
た
事
柄
の
背
景
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か

の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
の
期
待
が
持
て
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
最
初
に
断
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
他
の
文
献
の
助
け
を
借

り
る
こ
と
は
措
く
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
「
春
秋
』
の
書
式
の
中
に

見
え
る
二
・
三
の
特
徴
的
な
事
柄
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

春
秋
は
魯
中
心
　
　
先
ず
そ
の
ひ
と
つ
は
、
「
春
秋
』
が
魯
国
を
中
心
と
し

た
、
魯
国
主
体
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
「
葬
」
の
例
で
、
魯
公
が
「
我
君
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
春

秋
』
で
「
我
」
と
い
う
第
一
人
称
で
衷
記
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
魯
国
を
意
味

し
て
い
る
〔
⑫
〕
。

隠
宗
　
庚
寅
、
我
人
椰
　
　
　
　
　
　
　
我
が
国
が
邦
の
地
に
入
っ
た
。

荘
3
　
八
月
庚
申
、
及
再
師
戟
干
乾
時
、
我
師
敗
績

斉
の
軍
隊
と
乾
時
の
地
で
戦
い
、

我
が
軍
が
放
接
し
た
。

荘
-
¢
　
冬
、
斉
人
宋
人
陳
人
伐
我
西
都
　
斉
人
宋
人
陳
人
が
我
が
国
の
西

境
の
辺
邑
を
伐
っ
た
。

ま
た
「
春
秋
』
中
の
記
事
に
魯
国
に
関
す
る
も
の
が
最
も
多
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
当
時
の
有
力
諸
侯
の
ほ
か
に
、
魯
に
近
い
対
・
菖
・
杷
・
腰
・
薛

ム
上
;
つ

・
小
知
・
紀
と
い
っ
た
魯
の
属
国
(
こ
れ
を
附
盾
と
い
う
)
を
含
む
小
国
の
記
事

が
多
い
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
春
秋
』
が
魯
国
で
作
成

さ
れ
た
文
献
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
〔
⑬
)
。

さ
ら
に
次
の
二
条
は
、
い
ず
れ
も
魯
公
が
諸
侯
と
会
合
し
た
記
事
で
あ
る
。

88
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借
e
-
四
年
、
春
、
王
正
月
、
公
命
斉
侯
・
宋
公
・
陳
侯
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
　
　
が

男
・
曹
伯
侵
萎
.
薬
潰

借
N
p
　
冬
、
公
舎
菅
侯
・
斉
侯
・
宋
公
・
萎
侯
・
鄭
伯
・
陳
子
・
宮
子
・
寿
子
・
秦
.

人
干
温

備
品
　
公
朝
干
王
所
　
　
　
　
　
　
　
　
公
が
王
の
居
る
所
へ
朝
し
た
。

借
N
∞
　
天
王
狩
干
河
陽
、
壬
申
、
公
朝
干
王
所
　
天
王
が
河
陽
の
地
で

狩
を
し
た
。

こ
の
二
条
に
つ
い
て
は
、
後
代
の
歴
史
文
献
に
よ
れ
ば
、
倍
公
四
年
の
斉
侯

と
は
斉
の
桓
公
、
借
公
二
十
八
年
の
晋
侯
と
は
晋
の
文
公
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
二
人
が
当
時
に
お
い
て
春
秋
の
五
覇
に
数
え
ら
れ
る
諸
侯
の
旗
頭
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
会
合
を
召
集
し
た
事
実

上
の
主
宰
者
は
斉
侯
で
あ
り
晋
侯
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
魯
公
は
こ
れ
に
参
会
し

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
春
秋
』
で
は
あ
く
ま
で
も
魯
公
が
斉

侯
あ
る
い
は
晋
侯
以
下
に
会
合
し
た
と
い
う
書
き
方
を
す
る
。
つ
ま
り
「
春
秋
』

に
お
け
る
主
格
は
常
に
魯
国
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
味
を
も
含
め
た
う
え
で
、
「
春
秋
』
は
魯
国
主
体
の
記
録
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
書
式
か
ら
見
た
「
春
秋
』
の
特
色
の
第
一
点
と
し
て
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

尊
王
の
心
情
　
　
第
二
点
と
し
て
、
「
春
秋
』
に
周
の
王
室
に
対
す
る
尊
崇

の
念
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
よ
う
。
.
「
春

秋
』
2
4
2
年
中
1
3
3
年
に
「
王
正
月
」
　
「
王
二
月
」
　
「
王
三
月
」
と
い
う

表
現
が
有
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
春
秋
』
が

周
王
の
暦
法
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
〔
⑭
〕
。

ま
た
「
春
秋
』
が
魯
国
を
主
格
に
し
て
い
る
こ
と
も
先
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ

と
い
う
よ
う
な
記
事
が
有
る
。
こ
れ
は
魯
公
が
王
の
御
座
所
に
朝
見
、
つ
ま
り

臣
下
と
し
て
謁
見
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
覇
者
で
さ
え
下
位
に
置
い
た

「
春
秋
』
が
、
王
に
対
し
て
は
特
別
な
書
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
わ
け
で
、
魯
公
を
主
体
と
し
た
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
会
合
に
王
室
か
ら

使
者
が
派
遣
さ
れ
た
場
合
、
当
然
そ
の
記
事
に
は
特
別
な
書
法
が
使
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

借
O
u
　
公
及
斉
侯
宋
公
陳
侯
衛
侯
鄭
伯
許
男
曹
伯
含
王
世
子
千
首
止

公
が
斉
侯
以
下
と
王
世
子
に
会
し
た
。

情
宣
　
夏
、
公
舎
宰
周
公
斉
侯
宋
子
衛
侯
鄭
伯
許
男
曹
伯
干
英
丘

公
が
宰
周
公
以
下
と
英
丘
で
会
し
た
。

借
認
　
夏
六
月
、
公
命
王
入
管
人
宋
人
斉
人
陳
入
寮
入
寮
人
盟
千
等
泉

公
が
王
人
以
下
と
習
泉
で
盟
っ
た
。

成
-
↓
　
夏
、
公
命
翠
子
菅
侯
宋
公
衛
侯
曹
伯
帝
人
対
人
伐
鄭

公
が
単
氏
以
下
に
会
し
邦
を
伐
っ
た
。

借
公
五
年
で
は
、
公
が
斉
侯
以
下
の
諸
侯
を
率
い
て
「
王
の
世
子
」
、
つ
ま

り
太
子
に
会
見
し
た
と
い
う
書
き
方
で
あ
り
、
そ
の
他
で
も
周
の
人
物
で
あ
る
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宰
周
公
(
倍
公
九
年
)
・
王
人
(
借
公
二
十
九
年
)
・
単
氏
(
成
公
十
七
年
)
等
は

い
ず
れ
も
諸
侯
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
室
か
ら

派
遣
さ
れ
た
人
物
に
対
す
る
敬
意
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
周
王
の
死
亡
記
事
に
つ
い
て
は
、
周
王
だ
け
の
「
崩
」
と
い
う
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
〔
⑬
)
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
し

て
も
、
「
春
秋
」
に
「
尊
王
」
の
心
情
が
有
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
〔
⑬
〕
。

周
封
建
制
度
の
維
持
　
　
第
三
点
と
し
て
「
春
秋
」
が
「
秩
序
」
を
重
ん
じ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
秩

序
」
と
は
、
具
体
的
に
は
周
の
封
建
制
度
下
の
身
分
関
係
で
あ
る
。
歴
史
的
な

事
実
と
し
て
周
の
封
建
制
度
が
果
た
し
て
と
の
程
度
に
ま
で
実
施
さ
れ
機
能
し

て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
「
春
秋
』
に
お
い

て
は
先
ず
五
等
の
爵
制
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
〔
⑧
〕
。
つ
吏

り
末
の
君
は
常
に
「
宋
公
」
、
斉
・
晋
・
衛
の
君
は
常
に
「
斉
侯
」
　
「
晋
侯
」

「
衛
侯
」
、
鄭
の
君
は
「
鄭
伯
」
、
楚
の
君
は
「
楚
子
」
　
(
た
だ
し
当
時
に
お

い
て
す
で
に
楚
は
王
号
を
称
し
て
い
た
と
い
う
)
、
許
の
君
は
「
許
男
」
と
い
う
よ

う
に
、
二
百
四
十
二
年
間
に
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
爵
制
は
一
定

し
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
魯
が
常
に
こ
の
爵
制
を
越

え
た
存
在
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
周
王
室
の
関
係
者
が
上
位
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
五

等
の
爵
制
が
必
ず
し
も
「
公
僕
伯
子
男
」
の
順
序
通
り
で
は
な
い
こ
と
も
、
既

引
の
諸
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
お
そ
・
ケ
く
会
盟
の
主
宰
者
を
上
位
に
置
き
、

そ
の
他
は
お
お
む
ね
爵
制
に
拠
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

た
だ
し
君
臣
の
関
係
は
厳
格
で
、
た
と
え
晋
・
斉
の
大
国
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
が
卿
大
夫
で
あ
る
な
ら
、
小
国
の
君
主
を
越
え
て
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
」

文
芸
　
六
月
、
公
舎
宋
公
・
陳
侯
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
許
男
・
曹
伯
・
晋
超
盾
.
英

酉
、
同
盟
干
新
城

成
-
帥
　
英
丑
、
公
命
菅
侯
・
衛
侯
・
鄭
伯
・
曹
伯
・
宋
世
子
成
・
斉
國
佐
・
対
人

同
盟
干
成

文
公
十
四
年
の
例
で
は
晋
の
超
盾
、
成
公
十
五
年
で
は
宋
の
世
子
成
、
斉
の

國
佐
、
対
人
が
国
君
以
外
の
人
物
で
あ
る
。
な
お
斉
の
大
夫
の
上
に
宋
の
世
子

成
(
後
の
平
公
)
が
配
置
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
斉
の
大

夫
よ
り
宋
の
世
子
の
方
が
上
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
将
来
国
君
と
な
る
べ

き
人
物
は
大
夫
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
〔
⑩
〕
。

ま
た
「
春
秋
』
で
は
用
字
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
臣
上
下
の
関
係

を
明
確
に
し
て
い
る
例
が
有
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
「
朝
」
　
「
聴
」
の
区
別
で
あ

る
。
魯
を
外
国
の
君
主
や
大
夫
が
訪
問
し
た
場
合
、
魯
国
よ
り
下
位
の
国
に
は

す
べ
て
「
来
朝
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
り
、
魯
国
よ
り
ラ
ン
ク
が
上
の
国

の
大
夫
(
大
国
の
君
主
が
魯
国
を
訪
れ
た
記
事
は
無
い
)
　
に
は
「
来
聴
」
と
い
う

表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
魯
公
や
魯
の
大
夫
が
諸
外
国
へ
出
か

ゆ
く

け
て
い
く
場
合
は
、
す
べ
て
「
如
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
ま
た
「
公
朝
子

王
所
」
と
い
う
記
事
が
有
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

さ
ら
に
r
春
秋
」
中
で
か
な
り
の
分
量
を
占
め
る
貴
族
の
死
亡
記
事
に
お
い

て
も
、
身
分
に
よ
る
書
き
分
け
が
有
る
。
つ
ま
り
周
王
に
は
「
崩
」
字
、
魯
公

と
魯
公
夫
人
に
は
「
尭
」
字
、
そ
の
他
は
「
卒
」
字
と
い
う
よ
う
に
、
君
臣
・
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内
外
の
区
別
が
有
る
。
さ
ら
に
「
拭
」
字
と
「
殺
」
字
の
別
も
そ
の
例
と
し
て

挙
げ
て
よ
か
ろ
う
。
臣
下
が
主
君
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
「
拭
」
字
を
用
い
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

後
代
の
文
献
で
、
し
か
も
道
家
の
書
で
あ
る
「
荘
子
』
天
下
篇
に
、
「
春
秋

は
以
て
名
分
を
導
ふ
」
と
述
べ
る
の
は
、
「
春
秋
』
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
説

明
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
か
。

春
秋
の
制
作
年
代
　
　
と
こ
ろ
で
r
春
秋
』
に
記
録
さ
れ
た
記
事
に
付
け
ら

れ
た
日
付
(
干
支
)
等
を
手
か
か
り
に
、
天
文
暦
法

的
研
究
に
よ
っ
て
「
春
秋
」
　
(
や
「
春
秋
伝
」
)
　
の
制
作
年
代
を
決
定
し
よ
う

と
す
る
試
み
が
有
る
。
た
と
え
ば
「
春
秋
』
　
に
は
日
食
の
記
事
が
三
十
六
条
、

さ
ら
に
哀
公
十
四
年
の
一
条
を
い
れ
る
と
三
十
七
条
の
記
録
が
見
え
る
.
〔
⑩
)
。

現
代
の
天
文
学
の
知
識
を
も
と
に
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
日
食
の
記
事
か
ら
「
春

秋
』
の
制
作
年
代
と
そ
の
記
事
の
信
憑
性
が
推
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
は
既
に
半
世
紀
以
上
前
に
新
城
新
蔵
・
飯
島
忠
夫
両
氏
に
よ
っ
て

試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
〔
⑳
)
、
し
か
し
両
氏
で
は
仝
く
そ
の
結
論
が
異
な

る
。
つ
ま
り
科
学
的
方
法
を
以
て
し
て
も
、
記
録
さ
れ
た
史
料
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、
出
て
く
る
結
論
も
ま
た
違
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
根
本
的
な
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
右
の
日
食
記
事
の
中
に
は
、
中
国
で
当
時

見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
数

は
、
近
時
の
研
究
書
に
よ
れ
ば
、
半
数
以
上
存
在
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
〔
①
〕
。

天
文
暦
法
の
学
に
素
養
の
無
い
筆
者
に
は
事
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
「
春
秋
』
　
の
歴
法
が
紀
元
前
三
〇
〇
年
前

後
に
中
国
に
伝
来
し
た
西
方
の
暦
法
に
よ
っ
て
遡
っ
て
改
装
さ
れ
た
可
能
性
が

有
る
と
い
う
最
近
の
指
摘
〔
⑳
〕
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
こ
の
説
が
安

当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
春
秋
』
は
紀
元
前
三
〇
〇
年
頃
前
後
に
、
少
な
く

と
も
暦
法
の
上
で
整
理
し
直
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

春
秋
の
欠
字
・
欠
文
　
　
さ
て
筆
者
も
ま
た
「
春
秋
』
が
後
代
に
整
理
の
手

が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ

か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
大
部
分
は
当
時
の
記
録
が
ほ
ば
生
の
形
で
伝
え

ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
春
秋
』
に
は
以
下
に
挙
げ

る
よ
う
な
不
備
が
若
干
数
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
た
だ
し
こ
れ
は
先
に
述

べ
た
三
伝
の
伝
え
る
r
春
秋
」
の
異
同
で
は
な
く
、
三
伝
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
)
。

た
と
え
ば
先
ず
桓
公
十
四
年
に

夏
、
五
、
鄭
伯
使
其
弟
請
来
盟

と
い
う
一
条
が
有
る
。
こ
れ
が
「
夏
五
月
」
と
あ
る
べ
き
「
月
」
字
の
脱
文
で

あ
る
こ
と
は
ほ
ば
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
春
秋
』
の
三
伝
は
脱
文

の
ま
ま
に
伝
承
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
桓
公
四
年
と
七
年
に
は
以
下
の
二
条
が
有
る
の
み
で
、
秋
・
冬
の
記
事

が
無
い
。四

年
、
春
、
正
月
、
公
狩
干
郎

夏
、
天
王
使
宰
渠
伯
糾
来
聴

七
年
、
春
、
二
月
、
己
亥
、
焚
成
丘
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夏
、
穀
伯
綴
来
朝
。
鄭
侯
吾
離
来
朝

こ
れ
は
三
伝
と
も
に
秋
・
冬
の
記
事
を
欠
文
の
ま
ま
に
伝
承
し
て
き
た
の
で

あ
る
。
「
春
秋
し
二
百
四
十
二
年
中
、
四
時
の
記
事
が
無
い
の
は
、
こ
の
ほ
か

に
昭
公
十
年
と
定
公
十
四
年
に
「
冬
」
字
を
欠
く
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
春
秋
』
に
は
脱
文
・
欠
文
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
で
今
い

ち
と
見
直
し
て
み
る
と
、
意
外
に
そ
の
教
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
次
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
桓
公
五
年
に

五
年
、
春
、
正
月
、
甲
成
、
己
丑
、
陳
侯
飽
卒

と
い
う
記
事
が
有
っ
て
、
こ
れ
に
は
日
付
が
二
つ
記
録
さ
れ
て
い
る
。
三
伝
は

二
つ
日
付
が
有
る
こ
と
を
前
提
に
そ
れ
ぞ
れ
解
説
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
ま
た
三
伝
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
も
物
語
っ
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
例
の
場
合
「
甲
成
」
の
後
の
記
事
が
脱
落
し

た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
錯
簡
の
可
能
性
も
充
分
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
宣
公
三
年
の

冬
、
十
月
、
丙
成
、
鄭
伯
蘭
卒
。
葬
鄭
穆
公

と
い
う
鄭
穆
公
の
卒
・
葬
の
記
事
の
間
に
は
必
ず
や
「
月
日
」
の
記
載
が
有
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
卒
・
葬
が
同
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
無
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
に
も
脱
文
、
あ
る
い
は
錯
簡
の
可
能
性
が
有
る
。

さ
ら
に
ま
た
荘
公
二
十
四
年
の

冬
、
戎
侵
菅
。
曹
瑾
出
奔
陳
　
戒
が
菅
を
侵
し
、
曹
寵
が
陳
に
出
奔
し
た
。

赤
掃
干
曹
。
郭
公
　
　
　
赤
が
菅
に
帰
国
し
た
。
郭
公
。

と
あ
る
「
郭
公
」
に
つ
い
て
も
、
古
来
そ
の
意
味
が
不
明
の
も
の
と
し
て
問
題

視
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
〔
⑳
〕
。
お
そ
ら
く
な
ん
ら
か
の
誤
字
あ
る
い
は

脱
字
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
「
春
秋
』
中
の
「
春
王
正
月
」
・
「
夏
四
月
」
・
「
夏
五
月
」

・
「
秋
七
月
」
・
「
冬
十
月
」
の
下
に
記
事
の
無
い
例
が
相
当
数
有
る
こ
と
に
つ

い
て
も
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
脱
落
が
有
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
可
能

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
後
世
の
あ
る
時
期
に
「
春
秋
』
に
整
理
の
手
が
加
わ
っ

た
と
見
な
す
に
は
、
あ
ま
り
に
不
備
が
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
上
の

よ
う
な
三
伝
の
伝
承
す
る
「
春
秋
』
の
中
に
共
通
す
る
脱
落
を
認
め
得
る
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
は
何
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
応
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
推

測
し
て
み
た
。

春
秋
の
素
朴
さ
　
　
「
春
秋
』
は
魯
の
宮
廷
の
年
次
暦
の
余
白
に
史
官
が
事

件
を
記
録
し
た
も
の
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

毎
年
定
期
に
行
わ
れ
る
年
中
行
事
の
類
の
記
録
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
し
て
こ

れ
ら
は
年
ご
と
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
一
定
の
書
式

が
有
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
二
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
「
春
秋
」
が
、
な
ん
ら
か
の

機
会
に
、
厳
密
な
校
訂
者
の
手
が
加
わ
ら
な
い
う
ち
に
世
に
出
て
広
ま
り
、
し
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か
も
そ
れ
が
権
威
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
後
世
に
三
伝
を

は
じ
め
と
す
る
解
説
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
も
は
や
そ
の
評
価
の
定

ま
っ
た
時
点
で
は
、
作
伝
者
が
自
己
の
思
想
的
な
立
場
か
ら
意
図
的
に
「
春
秋
』

に
改
変
の
手
を
加
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

ヽ

.

　

ヽ

　

0

,
V
・
刀と

い
う
の
は
、
た
と
え
ば
前
掲
の
桓
公
十
四
年
の
「
夏
五
」
に
つ
い
て
、

「
公
羊
伝
』
・
「
穀
梁
伝
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
、

こ
れ

[
公
羊
]
　
夏
五
と
は
何
ぞ
。
焉
を
開
く
無
き
の
み
。
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
伝
聞
が
な
い
。
)

[
穀
梁
]
　
夏
五
と
は
疑
は
し
き
を
伝
へ
し
な
り
。
(
欠
文
の
疑
い
が
有
る
が
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
の
で
あ
る
。
)

と
述
べ
て
、
敢
え
て
「
夏
五
月
」
と
訂
正
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
(
な
お
「
左

氏
伝
」
に
は
こ
の
件
に
関
す
る
記
載
が
無
い
)
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
し
て
、

「
春
秋
』
　
の
大
部
分
は
、
年
次
暦
を
基
本
と
し
た
年
代
記
と
し
て
の
素
朴
な
形

を
残
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

「
春
秋
古
経
洪
訪
補
正
し
　
(
一
九
六
六
)
の
両
書
、
ま
た
謝
秀
文
r
春
秋
三
伸
考

具
し
　
(
文
史
哲
出
版
社
一
九
八
四
)
等
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

②
　
た
と
え
ば
洪
業
「
春
秋
経
伝
引
得
」
序
(
吟
悌
燕
京
学
社
引
得
一
九
三
七
)

・
佐
川
修
「
春
秋
源
流
考
」
　
(
東
北
大
学
教
　
養
部
紀
要
第
四
号
一
九
六
六

「
春
秋
学
論
考
」
東
方
書
店
一
九
八
三
)
な
ど
。

③
　
我
が
国
に
は
徳
川
時
代
に
「
春
秋
」
経
文
だ
け
を
単
行
し
た
和
刻
本
が
二
二
二

・
有
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
左
氏
伝
」
伝
承
の
「
春
秋
」
で

あ
る
。
た
だ
し
哀
公
十
四
年
「
西
狩
獲
麟
」
を
も
っ
て
打
ち
切
っ
て
い
る
。
そ
の

ひ
と
つ
r
和
刻
本
経
書
集
成
　
第
一
輯
」
　
(
汲
古
書
院
一
九
七
六
)
に
は
、
藤

原
惧
寓
〇
g
T
-
巴
巴
加
点
の
寛
永
五
年
(
〓
ハ
二
八
)
刊
の
r
五
経
」
が
収

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
容
易
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
　
「
薮
文
志
」
諸
子
略
に
分
散
し
て
記
録
さ
れ
た
篇
叙
に
述
べ
る
と
こ
ろ
を
ま
と

め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

93

注
①
　
こ
の
こ
と
を
専
門
に
論
じ
た
文
献
に
は
、
清
偏
超
坦
の
「
春
秋
異
文
箋
J
　
(
皇

清
経
解
)
・
侯
康
(
-
宗
↓
-
-
加
害
)
の
「
春
秋
古
経
説
」
　
(
皇
槽
経
解
続
編
・
叢

書
集
成
初
霜
)
等
が
有
る
。
ま
た
最
近
の
研
究
書
と
し
て
は
、
台
湾
の
嘉
新
水
泥

公
司
文
基
金
叢
書
の
中
の
陳
新
城
r
春
秋
異
文
考
」
　
(
一
九
六
四
)
と
林
耀
曽

儒
家
者
流

道
家
者
流

陰
陽
家
者
流

法
家
者
流

名
家
者
流

量
家
老
流

従
横
家
者
流

雑
家
者
流

農
家
者
流

小
説
家
老
流

五
十
三
家

三
十
七
家

二
十
一
家

十
家

七
家

六
家

十
二
家

二
十
家

九
家

十
五
家

⑤
　
た
だ
し
現
在
の
中
国
史
学
で
は
、

司
徒
之
官

史
官

義
和
之
官

理
官

礼
官

清
廟
之
守

行
人
之
官

議
官

農
稜
之
官

稗
官

東
周
の
始
ま
り
、
す
な
わ
ち
周
が
洛
邑
に
東
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遷
し
た
平
王
元
年
(
3
声
C
.
)
か
ら
、
晋
が
韓
・
効
・
超
の
三
国
に
分
立
し
て
諸

侯
と
な
っ
た
周
の
威
烈
王
二
十
五
年
(
畠
芦
C
.
)
ま
で
を
「
春
秋
時
代
」
と
見
な

し
、
そ
れ
以
後
を
「
戦
国
時
代
」
と
呼
ん
で
い
る
。

⑥
　
た
と
え
ば
洪
業
「
春
秋
経
伝
引
得
」
序
(
吟
彿
燕
京
学
杜
引
得
)
、
ま
た
注
◎

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
　
民
国
初
年
の
春
秋
学
者
の
一
人
衛
衆
賢
(
-
黒
↓
-
S
の
「
春
秋
的
研
究
」
　
(
国

学
月
報
　
二
-
六
・
七
一
九
二
七
　
「
古
史
研
究
し
所
収
)
と
い
う
論
文
に
は
、

「
春
秋
の
書
物
と
し
て
の
性
質
は
一
部
の
貴
族
史
で
あ
る
。
春
秋
中
の
記
載
で
庶

民
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
関
係
の
あ
る
水
害
・
ひ
で
り
と
い
っ
た
災
害
の
記
事
は
、

全
体
の
十
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
有
る
。

書
っ
く
つ
ご
一
ノ
が

⑧
　
唐
の
韓
愈
は
「
尚
書
」
の
文
章
の
難
解
き
を
「
倍
屈
聾
牙
(
ご
つ
ご
つ
と
し
て
耳

に
入
り
が
た
い
)
」
、
「
春
秋
」
を
「
謹
厳
」
と
評
し
た
と
い
う
。

⑨
　
高
橋
君
平
「
春
秋
経
の
文
体
」
　
(
鹿
児
島
短
期
大
学
研
究
紀
要
一
一
九
六
八
)

に
よ
る
。
高
橋
氏
に
は
ま
た
「
春
秋
と
は
何
か
一
・
二
」
　
(
大
阪
経
済
法
科
大

学
論
叢
九
・
一
七
一
九
八
〇
・
八
二
)
と
い
う
論
考
が
有
る
。
な
お
「
こ
に

は
高
橋
氏
所
蔵
の
r
春
秋
L
経
文
の
和
刻
本
か
影
印
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ

は
刊
行
年
が
未
詳
と
の
こ
と
。

⑳
　
前
掲
衛
氏
「
春
秋
的
研
究
」
で
は
、
先
秦
の
諸
文
献
に
お
け
る
介
詞
と
し
て
の

「
干
」
字
と
「
於
」
字
(
於
飴
丘
・
於
越
の
四
例
を
除
く
)
の
使
用
例
を
検
討
し

た
結
果
、
r
春
秋
」
で
は
「
干
」
字
の
み
で
「
於
」
字
が
見
え
な
い
こ
と
を
根
拠

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
春
秋
」
の
成
立
が
r
尚
書
」
や
「
毛
辞
」
に
次
ぎ
、
「
左

伝
」
・
r
国
語
」
・
「
論
語
」
・
r
孟
子
」
に
先
ん
ず
る
と
結
論
し
て
い
る
。

し
h
ソ
ぞ

⑧
　
r
宋
史
」
王
安
石
伝
に
、
「
春
秋
の
書
を
む
け
て
、
学
官
に
列
せ
し
め
ず
。
戯

れ
に
目
し
て
断
爛
朝
報
と
為
す
に
至
る
」
と
あ
る
。

⑫
　
た
だ
し
「
春
秋
」
に
は
第
一
人
称
と
し
て
は
「
我
」
字
が
見
え
る
の
み
で
、

「
吾
」
字
の
使
用
例
が
無
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

⑬
　
参
考
ま
で
に

斉
*
　
(
g
S

楚
*
　
〇
帥
巴

菖
　
(
↓
e

呉
*
　
(
念
)

紀
　
(
N
【
)

r
春
秋
」
に
見
え
る
魯
国
以
外
の
諸
国
を
多
い
順
に
挙
げ
て
み
る
。

晋
*
　
(
N
の
巴

陳
*
　
(
-
U
e

嘉
*
　
(
雷
)

秦
*
　
(
日
豊

燕
*
　
(
〇

宋
*
　
(
試
e

甘
*
　
〇
-
S

許
　
(
雷
)

秋
　
(
U
e

越
　
(
巴

鄭
*
(
N
監
)
　
衛
*
(
N
-
-
)

細
　
(
ニ
ー
)
　
王
*
　
(
害
)

杷
　
(
S
)
　
　
膝
　
(
畠
)

薛
　
(
山
○
)
　
　
小
骨
(
N
の
)

右
の
国
名
の
下
に
*
印
を
付
し
た
の
は
前
浜
の
司
馬
遷
(
-
畠
声
C
.
-
〇
の
「
史

記
」
十
二
諸
侯
年
表
に
列
挙
さ
れ
た
当
時
の
有
力
諸
侯
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国

の
記
事
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
魯
国
に
近
い
対
・
菖
・
杷
・
勝
・
薛
・
小

骨
・
紀
の
よ
う
な
小
国
の
記
事
も
ま
た
少
な
く
な
い
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
ち
な
み
に
春
秋
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
同
時
資
料
と
で
も
い
う
べ
き

金
文
(
金
属
器
に
鋳
こ
ま
れ
た
銘
文
)
の
中
に
も
、
こ
れ
に
顛
す
る
表
現
が
有
る
。

⑬
　
周
王
崩
御
の
記
事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

94

三
月
、
庚
成
、

三
月
、
乙
未
、

成　宣　文　偉
く>　　くつ　　く:>　　O
N N　　00　　00

冬　冬　秋　冬
ヽ　　　　ヽ　　　　ヽ　　　　ヽ

儀
已

喪
N
①

昭
N
N
　
夏
、

十
有
二
月
、

八
月
、

十
月
、

十
有
一
月
、

九
月
、

十
有
二
月
、

四
月
、

丁
未
、

戊
申
、

乙
亥
、

己
酉
、

辛
酉
、

甲
寅
、

乙
丑
、

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩

天
王
崩
J
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⑬
　
周
王
は
「
春
秋
」
で
は
「
天
王
」
(
N
の
例
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
天

王
」
と
い
う
表
現
は
、
実
は
r
春
秋
」
に
特
有
の
も
の
ら
し
く
、
他
の
先
秦
文
献

中
に
は
極
め
て
希
な
用
法
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
天
王
」
以
外
で
は
、

固
有
名
詞
と
し
て
の
周
王
を
除
く
と
、
「
王
」
　
「
天
子
」
と
表
記
さ
れ
た
以
下
の

5
例
が
有
る
の
み
で
あ
る
。
「
王
」
は
「
天
王
」
の
、
「
天
子
」
も
「
天
王
」
の

誤
記
の
可
能
性
が
高
い
。
す
で
に
唐
の
陸
淳
「
春
秋
集
伝
纂
例
」
名
位
例
に
も
そ

の
指
摘
が
見
え
る
。

文　荘　桓
く>　　く>　　くつ
U1　-　　Cn

秋
、
嘉
人
衛
人
陳
入
社
王
伐
郭

王
便
乗
叔
来
錫
桓
公
命

五
年
、
春
、
王
正
月
、
王
使
条
叔
掃
含
且
周

文
0
∽
　
王
伎
召
伯
来
合
葬

成
宗
　
秋
、
七
月
、
天
子
使
召
伯
東
錫
公
命

⑰
　
玉
等
の
爵
制
は
、
第
二
章
で
言
及
す
る
「
孟
子
」
に
よ
っ
て
詳
説
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
金
文
等
の
出
土
文
物
資
料
に
拠
れ
ば
、
必
ず
し
も
r
春
秋
し
記
載
の

爵
位
と
一
致
し
な
い
例
も
有
る
こ
と
が
、
す
で
に
民
国
初
年
に
願
韻
剛
を
は
じ
め

と
す
る
偽
古
学
派
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
金
文
資
料
と
r
春
秋
」
記

載
の
爵
制
に
つ
い
て
は
、
疑
古
学
派
の
見
解
を
克
服
し
た
書
本
道
雅
「
春
秋
五
等

爵
考
」
　
(
東
方
学
第
八
十
七
輯
一
九
九
四
)
を
参
照
。

⑩
　
た
だ
し
斉
の
世
子
光
(
後
の
斉
の
荘
公
)
の
み
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
年
を
迫

っ
て
上
位
に
進
ん
で
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
力
か
働

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

喪
3
　
公
命
軍
子
音
侯
宋
公
衛
侯
鄭
伯
宮
子
寿
子
斉
世
子
光
、
己
未
、
同
盟

千
鶴
澤

喪
宗
　
公
命
晋
侯
宋
公
陳
侯
衛
侯
鄭
伯
曹
伯
宮
子
対
子
勝
子
薛
伯
斉
世
子
光

呉
人
檜
人
干
戚

喪
宗
　
公
命
菅
侯
宋
公
衛
侯
郭
伯
曹
伯
斉
世
子
光
救
抹

袈
呂
　
公
命
菅
侯
宋
公
衛
侯
首
伯
富
子
寿
子
勝
子
薛
伯
杷
伯
小
対
子
斉
世
子

光
伐
鄭

袈
昌
　
公
命
菅
侯
宋
公
衛
侯
曹
伯
宮
子
寿
子
勝
子
薛
伯
杷
伯
小
寿
子
斉
世
子

光
命
呉
干
札

束
-
○
　
公
舎
菅
侯
宋
公
衛
侯
曹
伯
吉
子
骨
子
斉
世
子
光
勝
子
薛
伯
杷
伯
小
寿

子
伐
郭

嚢
〓
　
公
命
曹
侯
宋
公
衛
侯
曹
伯
斉
世
子
光
富
子
寿
子
勝
子
薛
伯
杷
伯
小
対

子
伐
如

実
〓
　
公
命
菅
侯
宋
公
衛
侯
曹
伯
斉
世
子
光
吉
子
骨
子
勝
子
薛
伯
杷
伯
小
寿

子
伐
郭
.
命
干
煮
魚

⑳
　
r
春
秋
」
に
見
え
る
日
食
の
記
事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
日
付
を
欠
く
も
の

の
三
例
は
い
ず
れ
も
「
春
秋
」
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
「
朔
」
字
を
記
載
し
な
い

九
例
も
前
半
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
古
い
時
代
ほ
ど
記
載
か
不

十
分
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
後
世
、
暦
法
上
で

整
理
か
な
さ
れ
た
と
す
る
説
(
注
⑳
)
に
も
い
さ
さ
か
の
疑
問
が
無
い
で
は
な
い
。

95

隠
〇
日
　
春
、

王
二
月
、
己
巳
、
　
　
日
有
食
之

荘　荘　荘　荘　桓　桓
C13　　ト3　　ト0　l・・.一　　-　　く=)
く>　　の　lン~1　00　　-■　　Cd

秋
、

冬
、

冬　　春
ヽ　　　　　　　　　ヽ

七
月
、
壬
辰
、
朔
、

十
月
、
　
　
　
朔
、

王
三
月
、

六
月
、
幸
夫
、
朔
、

十
有
二
月
、
英
亥
、
勅
、

九
月
、
庚
午
、
期
、

日
有
食
之
、
既

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之
.
鼓
用
牲
千
社

日
有
食
之

日
有
食
之
.
鼓
用
牲
千
社
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九
月
、
戊
申
、
勅
、

王
三
月
、
庚
午
、

五
月
、

二
月
、
英
亥
、

六
月
、
辛
丑
、
朔
、

七
月
、
甲
子
、

四
月
、
丙
辰
、

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之
.

鼓
用
牲
千
社

袈--
袈-帥

喪
営

巣N-
袈N-

実
相
山

盛N-
袈N-

袈
3

昭
3

昭
-
ひ

昭
-
可

昭
N
-

昭
N
N

冬
、

夏
、

夏
、

秋
、

六
月
、

六
月
、

十
有
二
月
、

二
月
、

八
月
、

十
月
、

九
月
、

十
月
、

王
二
月
、

七
月
、

八
月
、

十
有
二
月
、

四
月
、

六
月
、

美
卯
、

丙
寅
、
朔
、

丁
巳
、
朔
、

乙
未
、
朔
、

丁
巳
、

丙
辰
、
朔
、

庚
成
、
朔
、

庚
辰
、
期
、

英
酉
、
朔
、

甲
子
、
朔
、

突
巳
、
朔
、

乙
卯
、
如
、

甲
辰
、
柳
、

丁
巳
、
朔
、

六
月
、
ノ
甲
成
、
朔
、

七
月
、
壬
午
、
朔
、

十
有
二
月
、
突
酉
、
朔
、

日
有
食
之
、
既

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之
、
既

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

日
有
食
之

昭
N
-
夏
、

昭
巴

定
○
ひ
　
春
、

定-N
定-ひ

哀--

五
月
、
乙
未
、
朔
、
日
有
食
之

十
有
二
月
、
辛
亥
、
勅
、
日
有
食
之

王
三
月
、
辛
亥
、
朔
、
日
有
食
之

十
有
一
月
、
丙
寅
、
朗
、
日
有
食
之

八
月
、
庚
辰
、
朔
、
日
有
食
之

五
月
、
庚
申
、
朔
、
日
有
食
之

⑳
　
新
城
新
蔵
「
東
洋
天
文
学
史
研
究
し
　
(
弘
文
堂
書
房
一
九
二
八
)
・
飯
島
忠

夫
「
支
那
暦
法
起
源
考
」
　
(
岡
書
院
一
九
三
〇
　
後
に
第
一
書
房
一
九
七
九
)

・
「
天
文
暦
法
と
陰
陽
五
行
説
」
　
(
岡
書
院
一
九
三
九
　
第
一
書
房
一
九
七

九
)
等
を
参
照
。

⑳
l
　
渡
辺
敏
夫
r
日
本
朝
鮮
中
国
日
食
月
食
宝
典
」
　
(
雄
山
閣
出
版
一
九
七
九
)

に
拠
る
。
こ
れ
に
対
し
、
斉
藤
国
治
・
小
沢
賢
二
「
中
国
古
代
の
天
文
記
録
の
検
証
」

(
雄
山
閣
出
版
一
九
九
二
)
に
拠
れ
ば
、
注
⑳
に
引
用
し
た
日
食
記
事
に
錯
簡

・
誤
字
が
有
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
こ
れ
に
訂
正
の
手
を
加
え
る
と
、
「
不
食
」

は
三
例
の
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

◎
　
小
嶋
政
雄
「
春
秋
の
暦
法
に
就
い
て
の
試
論
」
　
(
大
東
文
化
大
学
紀
要
二
〇

一
九
八
二
)
に
よ
る
。
小
嶋
氏
は
、
西
欧
の
暦
法
が
、
紀
元
前
四
三
三
年
に
始
め

ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
メ
ト
ン
法
(
十
九
年
七
開
法
)
か
ら
紀
一
空
削
三
三
〇
年
に

施
行
さ
れ
た
カ
リ
ボ
ス
法
(
七
十
六
年
法
)
　
へ
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
発
展
の
跡

を
歴
史
的
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
中
国
で
は
「
毛
許
し
　
r
尚
書
」
に

見
え
る
「
観
象
授
時
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
な
、
日
月
星
辰
を
観
測
し
て
時

節
を
指
示
す
る
程
度
の
素
朴
原
始
的
な
暦
法
か
ら
、
突
然
r
春
秋
」
の
「
四
分
暦

法
」
と
祢
せ
ら
れ
る
高
度
な
暦
法
へ
と
飛
躍
し
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
結

論
的
に
は
、
「
春
秋
の
拠
っ
て
い
る
四
分
暦
法
は
、
中
国
独
自
に
開
発
さ
れ
た
も
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の
で
は
な
い
。
西
紀
前
三
〇
〇
年
前
後
に
東
漸
し
た
と
推
せ
ら
れ
る
、
西
欧
の
カ

リ
ボ
ス
暦
法
に
よ
っ
て
、
遡
上
改
装
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

極
め
て
説
得
力
の
あ
る
論
考
で
あ
る
。

⑳
　
宮
崎
市
定
「
春
秋
の
郭
公
に
つ
い
て
」
　
(
r
ア
ジ
ア
史
研
究
第
五
集
」
同
朋
社

一
九
七
八
　
r
宮
崎
市
定
全
集
5
」
岩
波
書
店
一
九
九
一
)
参
照
。

(
補
記
)
こ
の
第
一
章
の
大
部
分
は
、
か
つ
て
「
春
秋
経
文
に
つ
い
て
」
(
広
島
大
学

文
学
部
紀
要
第
五
十
巻
一
九
九
一
)
と
し
て
発
表
.
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
た
び
「
春
秋
三
伝
入
門
講
座
」
を
連
載
す
る
に
当
た
り
、
第
二
章
の
前
に

再
録
し
、
読
者
諸
賢
の
便
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
、
そ
の
後
の
研
究

成
果
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
充
分
に
取
り
入
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
平
勢
隆
郎
氏
「
新
編
史
記
東
周
年
表
J
(
東
京

大
学
出
版
会
一
九
九
五
)
は
、
「
史
記
」
六
国
年
表
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

第
一
章
の
内
容
に
も
反
省
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
検
討
の
余
裕

の
な
い
ま
ま
に
、
若
干
の
補
訂
を
施
す
の
み
で
再
録
す
る
こ
と
と
し
た
。




